
与那国町の皆さまへ

ウェブによる登記手続

案内所開設のご案内

那覇地方法務局職員によるウェブ会議システムを使用した登記手続案内所

を開設します。

開 設 日 令和７年２月１２日（水）

時 間 午前１０時３０分から正午まで

午後１時から午後３時まで

場 所 与那国町役場

取扱事務 登記申請の手続方法のご案内（申請書様式や必要添付書類

等の一般的な説明を行います。）

※ご利用に当たっての注意事項

１回の利用時間は２０分となります。ご利用に際しては、法務局ホームペ

ージでご自身が予定している登記の種類に応じた登記申請書の様式や記載例

をあらかじめご参照の上、質問事項等をご準備いただくようお願いします。

ご利用の予約は開設日の１週間前（２月５日（水））までです。

那覇地方法務局職員がウェブ会議システム（タブレット）を与那国町役場

に持参し、那覇地方法務局本局の登記相談員がウェブ会議システムを使用し

て登記手続の説明をします。

登記申請の前提となる法律関係等の相談にはお答えできません。また、作

成した書面の内容確認（事前審査）はできませんので、ご注意ください。

お問合せ及びご予約

那覇地方法務局不動産登記部門総括係

電話（０９８）８５４－７９５２


